
◆ 12月の税務と労務
国　税／給与所得者の年末調整
                               今年最後の給与を支払う時
国　税／給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

及び保険料控除申告書の提出
                             今年最後の給与を支払う前日
国　税／11月分源泉所得税の納付        12月10日
国　税／10月決算法人の確定申告
             （法人税・消費税等）                 1月4日
国　税／4月決算法人の中間申告              1月4日
国　税／1月、4月、7月決算法人の消費税の中間申告
             （年3回の場合）                      1月4日

地方税／固定資産税・都市計画税（第3期分）の納付
                                  市町村の条例で定める日
労　務／健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支

払届                             支払後5日以内

12 2010

この９月に日本振興銀行が破綻し、一定額の預金を保護する
「ペイオフ」が実施されましたが、一定額を超える部分が損失となった場合、残念なこ
とに現行では雑損控除の対象になりません。雑損控除は、地震・風水害などの自然災害
や、火災・火薬類の爆発など人為による災害、盗難・横領の場合等に限定されています。

ペイオフと雑損控除

（師走）December

23日・天皇誕生日12月
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健
康
保
険
に
お
け
る
被
扶
養
者
と

は
、
「
そ
の
生
計
の
基
礎
を
被
保
険

者
に
お
く
」
と
い
う
こ
と
を
基
準
と

し
、
主
と
し
て
被
保
険
者
に
よ
り
生

計
を
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
件

と
し
て
い
ま
す
。

具
体
的
な
範
囲
は
左
頁
図
の
と
お

り
で
、
そ
の
判
断
は
各
保
険
者
が
行

う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

被
扶
養
者
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、

次
の
点
に
留
意
す
る
と
よ
い
で
し
ょ

う
。内

縁
関
係

内
縁
関
係
に
あ
る
人
に
つ
い
て
も

被
扶
養
者
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
の
場
合
は
届
出
を
す
れ
ば

法
律
上
の
配
偶
者
に
な
れ
る
人
に
限

ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
別
居
中

の
法
律
上
の
妻
は
い
る
け
れ
ど
も
、

他
の
女
性
と
同
棲
し
そ
の
人
を
扶
養

し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
状
態
が
長

期
に
及
び
、
法
律
上
の
妻
は
単
に
形

式
上
の
妻
に
過
ぎ
な
い
よ
う
な
場
合

で
あ
っ
て
も
、
被
扶
養
者
と
し
て
認

め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

な
お
、
内
縁
関
係
に
あ
る
人
の
場

合
は
、
住
民
票
の
続
柄
の
欄
に
「
未

届
の
妻
」
あ
る
い
は
「
未
届
の
夫
」

等
と
表
示
さ
れ
た
も
の
（
「
同
居

人
」
は
不
可
）
と
非
課
税
証
明
書
の

添
付
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

養
父
母
、
養
子

子
に
つ
い
て
は
、
戸
籍
上
の
養
子

縁
組
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
要
件
と

な
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
入
籍
し
て
い
る
場

合
は
、
養
父
母
、
養
子
の
関
係
に
な

り
、
実
父
母
、
実
子
と
同
じ
扱
い

（
生
計
維
持
関
係
だ
け
で
被
扶
養
者

に
な
れ
る
）
と
な
り
ま
す
が
、
届
出

が
さ
れ
て
い
な
い
人
に
つ
い
て
は
、

事
実
上
親
子
と
同
じ
よ
う
な
生
活
状

況
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
被
扶
養
者

と
な
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

継
父
母
、
継
子

継
父
母
、
継
子
の
関
係
は
、
民
法

上
、
父
母
、
子
と
し
て
扱
わ
れ
ま
せ

ん
の
で
、
被
扶
養
者
に
は
な
れ
ま
せ

ん
が
、
三
親
等
内
の
親
族
に
含
ま
れ

ま
す
の
で
、
被
保
険
者
と
同
一
の
世

帯
に
属
し
、
主
と
し
て
そ
の
人
に
よ

り
生
計
を
維
持
し
て
い
る
場
合
に
は
、

被
扶
養
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

内
縁
の
妻
の
連
れ
子

内
縁
の
妻
の
連
れ
子
も
、
被
保
険

者
と
同
一
の
世
帯
に
属
し
、
主
と
し

て
そ
の
人
に
よ
り
生
計
を
維
持
し
て

い
る
場
合
に
は
、
被
扶
養
者
と
な
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

再
婚
禁
止
期
間
中

再
婚
禁
止
期
間
の
六
カ
月
を
経
過

し
て
い
な
い
女
性
の
婚
姻
、
近
親
者

相
互
間
の
婚
姻
な
ど
民
法
上
婚
姻
が

禁
止
さ
れ
て
い
る
人
は
婚
姻
の
届
出

が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
被
扶
養
者
に

な
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

姉
が
入
院

姉
は
、
生
計
維
持
関
係
に
あ
り
、

か
つ
、
生
計
を
同
じ
く
す
る
こ
と
が

要
件
で
す
が
、
入
院
に
つ
い
て
は
、

事
実
上
は
別
居
で
す
が
、
退
院
す
れ

ば
ま
た
自
宅
に
戻
り
ま
す
の
で
（
本

拠
は
自
宅
）
、
住
居
を
共
に
す
る

（
生
計
を
同
じ
く
す
る
）
と
判
断
し

て
、
生
計
維
持
関
係
が
あ
れ
ば
被
扶

養
者
と
し
て
認
め
て
い
る
よ
う
で
す
。
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老
人
保
健
施
設
な
ど
に
入
所

被
保
険
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す

る
こ
と
が
被
扶
養
者
と
し
て
の
要
件

で
あ
る
人
（
従
来
被
保
険
者
と
住
居

を
共
に
し
て
い
た
も
の
に
限
る
）
が
、

老
人
保
健
施
設
な
ど
に
入
所
す
る
場

合
も
、
病
院
ま
た
は
診
療
所
に
入
院

す
る
場
合
と
同
様
に
、
一
時
的
な
別

居
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

被
保
険
者
と
住
居
を
共
に
し
て
い
る

こ
と
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、
そ
の
他

の
要
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
、
被
扶

養
者
と
し
て
認
め
て
い
る
よ
う
で
す
。

Ｄ
Ｖ
被
害
を
受
け
て
い
る

夫
（
被
保
険
者
）
か
ら
Ｄ
Ｖ
（
ド

メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
）

被
害
を
受
け
て
い
る
た
め
妻
（
被
扶

養
者
）
が
逃
避
し
、
Ｄ
Ｖ
加
害
者
で

あ
る
夫
と
の
扶
養
関
係
が
な
く
な
っ

た
場
合
は
、
関
係
者
か
ら
事
情
を
聴

く
な
ど
し
て
、
生
計
維
持
関
係
が
消

滅
し
た
と
い
う
事
実
関
係
が
認
定
で

き
れ
ば
、
職
権
に
よ
り
、
被
扶
養
者

の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
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協
会
け
ん
ぽ
、
健
康
保
険
組
合
と

も
に
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
関
す

る
一
般
保
険
料
率
（
基
本
保
険
料
率

及
び
特
定
保
険
料
率
を
合
算
し
た
料

率
）
の
上
限
が
、
千
分
の
一
〇
〇
か

ら
千
分
の
一
二
〇
に
引
き
上
げ
ら

れ
、
両
者
の
一
般
保
険
料
率
は
千
分

の
三
〇
か
ら
千
分
の
一
二
〇
の
範
囲

内
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

な
お
、
都
道
府
県
単
位
保
険
料
率

（
協
会
が
支
部
被
保
険
者
（
各
支
部

の
都
道
府
県
に
所
在
す
る
適
用
事
業

所
に
使
用
さ
れ
る
被
保
険
者
及
び
都

道
府
県
の
区
域
内
に
住
所
ま
た
は
居

所
を
有
す
る
任
意
継
続
被
保
険
者
を

い
う
）
を
単
位
と
し
て
、
一
定
の
事

項
に
基
づ
き
決
定
す
る
一
般
保
険
料

率
）
の
算
定
に
あ
た
っ
て
は
、
平
成

二
十
二
年
度
か
ら
二
十
四
年
度
ま
で

の
間
は
、
毎
事
業
年
度
に
お
け
る
財

政
の
均
衡
に
か
か
る
特
例
も
併
せ
て

設
け
ら
れ
ま
し
た
。

障害者初回雇用奨励金

中小企業における障害者雇用を促進す
るため、障害者雇用の経験のない中小企
業（障害者の雇用義務があるのは、常時
雇用労働者数が56人〜300人の中小企
業）が、平成21年２月６日以降、初めて
身体・知的・精神障害者（雇入れ日の満
年齢が65歳未満）をハローワーク等の紹
介により、一般被保険者として１人（精
神障害者である短時間労働者として雇い
入れる場合は２人）以上雇用し、その者
を奨励金受給後も引き続き雇用すること
が見込まれる事業主に、障害者初回雇用
奨励金（ファースト・ステップ奨励金）
が支給されます。

平成22年７月以降は対象がさらに拡大
されて、身体障害者または知的障害者で
ある短期間労働者を２名以上雇い入れた
場合も支給対象となりました。

奨励金は、１人目の障害者を雇用した
ときに、100万円が支給されます。

障害者雇用納付金制度の
対象が拡大

障害者雇用納付金制度は、雇用率未達成
企業から納付金を徴収し、雇用率達成企業
に対して障害者雇用調整金または報奨金を
支給して障害者の雇用促進を図るとともに、
障害者雇入れのための作業施設の設置・整
備や、重度障害者の雇用管理のための職場
介助者の配置を行う事業主等に対し助成金
を支給するしくみです。

この原資となるのは障害者雇用納付金で、
事業主のうち法定雇用率（1.8%）未達成
の事業主から、法定雇用障害者数に不足す
る障害者数に応じて１人月額５万円を徴収
したものです。それを法定雇用率を超えて
障害者を雇用している事業主に対し、その
超えている障害者数に応じて、１人月額２
万７千円の障害者雇用調整金として支給し
ています。

また、常時雇用労働者数が200人以下で、

各月の雇用労働者数の年度間合計数が一定
数（各月の常用労働者数の４%の年度間合
計数または72人のいずれか多い数）を超え
て雇用している事業主には、一定数を超え
た障害者の数に２万１千円を掛けた額の報
奨金が、事業主の申請に基づき支給されま
す。

障害者雇用納付金の徴収は、常時雇用労
働者301人以上を雇用する事業主を対象に
行われてきましたが、平成22年７月からは、
常時雇用労働者数が200人を超え300人以
下の事業主も納付金制度の対象となりまし
た。なお、制度の適用（平成22年７月）か
ら５年間は減額措置が採られ、１月の納付
金は４万円です。

さらに、平成27年４月からは、常時雇用
労働者数が100人を超え200人以下の中小企
業事業主も対象事業主となります。この場
合の納付金も５年間（平成32年３月まで）
の減額特例により月額４万円となります。

ちなみに、障害者雇用調整金は２万７千
円で、変更はありません。

保
険
料
率
の
上
限
が

引
上
げ


